
３ 市が収集する個人情報について（事業名：学校情報化研究業務）
学習活動に必要となるインターネット教材等の利用のため、児童・生徒の個人

情報がクラウドサービス上に保存されます。個人情報とは学校名、学年、クラス、
番号、氏名、学習履歴（学習成果物、ミーティングアプリでのやりとり等）をさ
します。
市がセキュリティ事故の調査や端末の利用状況の把握等のためログ（アクセス

履歴）、位置情報を収集することがあります。

２ タブレット使用にあたってのお願い

（１）充電について
中学校では、家庭での使用をふまえ、原則タブレットを毎日持ち帰り
ます。その際、ご家庭での充電のご協力をお願いします。

（２）インターネット接続について
学校では、タブレットをインターネットに接続し使用いたします。ご
家庭においてもWi-Fi等を使い、インターネットに接続し、利用する
ことができます。

1 タブレットの持ち帰りについて
市川市では、家庭での活用も進めていくため、
小学校５、６年生と中学生はタブレットを持ち帰ります。
※小学校１～４年生は、学校での活用が中心となります。

【持ち帰りの開始時期】
・中学校１～３年生…９月中旬頃から毎日家庭に持ち帰ります。
・小学校５、６年生…10月中旬以降から段階的に家庭に持ち帰ります。

※持ち帰りの時期は、各学校の状況に合わせて変わります。
９月から３か月間、家庭でのトラブルや質問に対応するヘルプデスク
が設置されます。
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９月初旬に、「タブレット端末活用ガイドライン」並びに
「タブレット端末利用の同意書」を各家庭に配付いたします。

保護者向けリーフレットや全体構想が掲載された「市川市GIGAスクール構想」

のホームページを開設しました。右のQRコードよりアクセスし、ご覧ください。
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